
平成 28 年２月 18 日 

 

 魚沼市議会議長 浅 井 守 雄 様 

 

                      議会運営委員会 

                       委員長 森 島 守 人 

 

議会運営委員会調査報告書 

 

 本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則

第 110 条の規定により報告します。 

 

                   記 

 

１  調査事件名  （１）平成 28 年第１回魚沼市議会定例会について  

           ・付議事件の取扱いについて 

（２）その他 

 

２  調査の経過   ２月 18 日、委員会を開催し、上記案件について協議した。 

継続審査となっていた、平成 27 年議案第 94 号魚沼市役所の位

置を定める条例の制定については、同日再開の庁舎再編特別委員

会にて賛成多数で原案可決となったことから、２月 23 日開会の定

例会初日、各種報告終了後に日程に掲げて議題とすることとした。 

関連して、提出されている請願第１号魚沼市建設事業等促進に

関する請願及び請願第２号魚沼市役所新庁舎建設に係る請願書の

２件の取扱いについては、前回２月１２日の議会運営委員会での

取扱いのとおり庁舎再編整備特別委員会へ付託をすることとした。 

その他で、参考人招致の手続きについて、協議等をした。 
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議会運営委員会会議録 
 

１ 調査事件 

（１）平成 28年第 1回魚沼市議会定例会について 

  ・付議事件の取扱いについて 

（２）その他 

 

２ 日  時  平成 28 年２月 18 日 午後 3 時 10 分 

 

３ 場  所  広神庁舎 ３階 301 会議室 

 

４ 出席委員  遠藤徳一、渡辺一美、高野甲子雄、本田 篤、森島守人、大屋角政 

(浅井守雄議長) 

 

５ 欠席委員  岡部計夫 

 

６ 説 明 員   角家総務課長 

 

７ 書  記  小幡議会事務局長、桜井議会事務局次長 

 

８ 経  過 

 

開  会（15：10） 

 

森島委員長  定足数に達していますので、ただいまから議長から諮問のありました庁舎議案

の取扱いにつきまして議会運営委員会を開会します。これより議事に入ります。 

 

（１）平成 28年第１回魚沼市議会定例会について 

  ・付議事件の取扱いについて 

 

森島委員長  議会事務局長に、説明を求めます。 

小幡議会事務局長  第１回の定例会の日程についてであります。今ほど、議案第 94 号が賛

成多数で原案可決すべきものとなりました。それに伴いまして取扱いについてご審議いた

だくものです。平成 27 年度の継続議案ですから、定例会初日に日程とし、日程について

は通常、会議録署名議員から議長・市長の報告、委員長の報告がありまして、それから議

案の審議というかたちになりますので、各種報告終了後に日程に掲げて議題としてはどう

かということであります。 

森島委員長  しばらくの間、休憩とします。 

 

  休  憩（15：12） 
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  休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（15：28） 

 

森島委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。平成 27 年議案第 94 号魚沼市役所の位置

を定める条例の制定については、定例会初日、各種報告終了後に日程に掲げて議題するこ

とに、ご異議ありませんか。（異議なし）そのように決定しました。次に、請願２件につ

いては、そのまま特別委員会に付託することでよろしいでしょうか。（異議なし）そのよ

うに決しました。 

 

（２）その他 

 

森島委員長  日程第２、その他を議題とします。委員から協議事項等はありませんか。 

渡辺委員  それでは委員会に付託された請願につきましては、請願者の趣旨なりをしっかり

と聞かせていただきたいと思いまして、参考人としてお呼びするには、どのような手続き

が今後必要になるかを聞かせていただければと思います。 

森島委員長  参考人を招致する場合の手続きについて局長の方から説明をさせます。 

小幡議会事務局長  請願者又は陳情者の趣旨説明に関する要綱が昨年の４月１日に作られ

ました。その中で請願者又は陳情者が、自ら説明をさせてもらいたいという場合について

定めてあります。また、請願等付託された委員会の委員は、参考人招致が必要な場合には

請願等が付託された日の正午までに、委員会に付託されるのは 23 日になりますので、23

日の正午までに委員長に参考人招致の申出をするということになります。そうすると委員

長がそのことについて、その日のうちに委員会を招集してその申出の扱いを決めて、通知

をすることになります。 

森島委員長  今程、手続きについては局長から説明がありましたので、する場合にはルール

に則ってやる。最終的には委員会の可否ということになりますのでそのようにお願いした

いと思います。ほかに委員の皆さん協議事項はありませんか。（なし）なければ、本日の

会議録は委員長に一任をお願いします。以上で、本日の議会運営委員会を閉会とします。 

 

  閉  会（15：34） 

 


